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令和 5 年南アルプス市議会第 3回定例会（9 月） 

提出案件説明資料 

 

本定例会に提出する案件は、専決処分につき承認を求める案 1 件、条例案 3件、補

正予算案 7件、財産の取得案 1 件、市道路線に関する案 2 件、地方公営企業事業会計

利益剰余金の処分に関する案 1 件、同意案 1 件、決算の認定案 17 件、諮問案 8 件、

合わせて 41 件です。 

 

１．専決処分につき承認を求める案 1 件 

承認第 8 号 南アルプス市保育所条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認

を求めることについて 

市立若草保育所の新築移転に伴い、その位置を改める必要があるため、本条例の一

部を改正する必要が生じ、特に緊急を要するため議会を招集する時間的暇がないこと

から、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和５年７月２４日に専決処分

したので、議会に報告し、承認を求めるものです。 

 

２．条例案 3 件 

議案第 49 号 南アルプス市部活動地域移行推進協議会条例の制定について 

市立中学校における休日の部活動について、その段階的な地域移行に向けた課題に

総合的に取り組むための協議会を設置するため、本条例を制定するものです。 

 

議案第 50 号 南アルプス市職員給与条例の一部改正について 

新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律附則第３

条に掲げる規定の施行による地方自治法の改正等に伴い、所要の改正を行う必要があ

るため、本条例の一部を改正するものです。 

 

議案第 51 号 南アルプス市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条

例の一部改正について 

工場立地法第４条の２第１項の規定に基づき、本市の条例に定める特定工場の敷地

面積に対する緑地及び環境施設の面積率を緩和することにより、既存工場の新たな設

備投資及び新規企業の参入の促進並びに地域経済牽引事業に基づく施策との整理を

図るため、本条例の一部を改正するものです。 
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３．予算案 7 件 

補正予算案は、南アルプス市一般会計のほか、4特別会計及び 1企業会計の、合わ

せて 6 会計です。 

 

議案第 52 号 令和 5年度南アルプス市一般会計補正予算（第 5 号） 

補正額を 860,882,000 円とし、歳入歳出予算の総額を 34,687,192,000 円とするも

のです。 

はじめに、「地域経済活性化・生活者支援事業」として、商品券「南アルプス元気

券」を 1人あたり 1 万円分配布する経費に 778,913,000 円を計上しています。 

また、「貨物運送事業者物価高騰対策助成金交付事業」として、運送事業者に対し

て、助成金を交付するための経費に、81,969,000 円を計上しています。 

 

議案第 53 号 令和 5年度南アルプス市一般会計補正予算（第 6 号） 

補正額を439,421,000円とし、歳入歳出予算の総額を35,126,613,000円とします。 

 

歳出の主な事業 

（1）「安全でみどり豊かな人がつながるまちの形成」 

〇エコライフ促進事業 4,980,000 円 

家庭用蓄電池、電気自動車等を設置又は、購入した方への補助金の申請件数の増加

に伴う不足分の経費です。 

 

（2）「ともに生き支えあうまちの形成」 

〇地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 7,711,000 円 

国の交付金を活用し、高齢者施設等に非常用自家発電設備を整備する費用を助成す

る経費です。 

〇若草なかよし児童館維持管理事業 11,767,000 円 

リニア中央新幹線建設工事に伴う電気設備等の敷地内移転に係る工事経費です。 

 

（3）「うるおいと活力のある快適なまちの形成」 

〇もも・すもも産地競争力強化支援事業 9,554,000 円 

県の補助金を活用し、高品質・高付加価値な、もも・すももの生産体制強化に取り

組む農業者が、改植や設備整備を行う費用を助成する経費です。 

〇リニア中央新幹線関連公園移転事業 5,885,000 円 

藤田緑地公園内の施設の撤去及び敷地内移転に係る設計のための経費です。 
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（4）「心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成」 

〇若草小学校改築事業 92,486,000 円 

既存校舎の解体等を行うための経費です。 

〇部活動地域移行推進事業 692,000 円 

市内中学校の休日における部活動の段階的な地域移行に向けた取り組みを行うた

め、協議会の設置や総括コーディネーターを配置する経費です。 

〇甲西市民総合グラウンド機能回復事業 224,244,000 円 

リニア中央新幹線建設工事に伴う甲西市民総合グラウンド機能回復に関し、グラウ

ンド整備工事に係る経費です。 

 〇白根Ｂ＆Ｇ海洋センター改修事業 9,845,000 円 

 老朽化したプールのボイラーを更新するための経費です。 

 

以上、歳出予算の財源としては、国・県支出金、諸収入、市債等を見込んでおりま

す。 

 

議案第 54～57 号 特別会計補正予算案 

主なものとして、国民健康保険特別会計については、人事異動に伴う職員給与費の

減額などにより、4,747,000 円を減額しています。 

 

また、後期高齢者医療特別会計については、後期高齢者医療広域連合への納付金な

ど、1,027,000 円を計上しています。 

 

また、介護保険特別会計については、前年度事業費の確定に伴う精算返納金、基金

積立金及び人事異動に伴う職員給与費など、合わせて 354,078,000 円を計上していま

す。 

 

また、土地取得造成事業特別会計については、下今諏訪Ａ工業団地及び御勅使南工

業団地の事業進捗に伴う整備経費並びに基金積立金として、415,267,000 円を計上し

ています。こちらの財源については、土地売払収入及び繰越金を見込んでいます。 

 

議案第 58 号 企業会計補正予算案 

令和 5 年度南アルプス市下水道事業会計補正予算（第 1 号）については、流域下水

道維持管理負担金の増額など 27,154,000 円を計上しています。 
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４．財産の取得案 1 件 

議案第 59 号 財産の取得（情報系仮想基盤サーバ機器）について 

情報系仮想基盤サーバ機器の老朽化並びにメーカーサポートが終了を迎えること

から、安定稼働を保つため機器の更改をするもので、去る 7 月 27 日に行われた一般

競争入札の結果、株式会社ＹＳＫｅ
ワイエスケーイー

‐ｃｏｍ
コ ム

と 39,900,300 円で物品購入契約を締結

するものであり、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号、及び議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例第 3条の規定により、議会の議決を求め

るものです 

 

５．市道路線に関する案 2 件 

議案第 60 号 市道路線の認定について 

開発行為により寄附された道路により 5 路線を、農道から編入し 1 路線を、企業誘

致推進事業に伴い 1路線を市道認定するものです。 

 

議案第 61 号 市道路線の変更について 

路線の見直しにより 1 路線を、南アルプスＩＣ新産業拠点整備事業に伴い、2路線

の市道を変更するものです。 

 

６．地方公営企業事業会計利益剰余金の処分に関する案 1 件 

議案第 62 号 令和 4年度南アルプス市水道事業会計利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法第 32 条第 2項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 

７．同意案 1 件 

同意案第 9 号 農業委員会委員の任命について 

農業委員会委員 1 名が、5 月 31 日付けをもって辞任したことに伴い、新たに在家

塚在住の 中込
なかごみ

 幸彦
ゆきひこ

 氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第 8 条第 1

項の規定により、議会の同意を求めるものです。 
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８．決算の認定案 17 件 

認定第 1 号～17 号 

令和 4 年度南アルプス市一般会計歳入歳出決算をはじめ、13 の特別会計及び 3 つ

の企業会計の決算の認定を求めるものです。 

 

認定第 1 号～14 号 令和 4 年度南アルプス市一般会計、並びに 13 の特別会計の歳入

歳出の認定について 

 ■令和 4年度会計別歳入歳出決算総括表（前年度決算との比較） 

 一般会計の決算状況 

歳入総額 37,025,212,813 円 前年度比  0.83％減 

歳出総額 33,309,170,016 円 前年度比   3.06％減 

 

 ■令和 4年度一般会計款別歳入歳出状況 

 ≪歳入≫ 

１款  市税 9,218,125 千円 前年度比 385,594 千円 4.37％増 

市民税・固定資産税の増 

１０款 地方交付税 9,546,088 千円 前年度比△298,776 千円 3.03％減 

１２款 分担金及び負担金 283,993 千円 前年比△211,009 千円 42.63％減 

    保育所保護者負担金・学校給食費負担金の減 

１４款 国庫支出金 5,313,198 千円 前年度比△1,308,006 千円 19.75％減 

    子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金の減 

１５款 県支出金 2,185,242 千円 前年度比 285,030 千円 15.00％増 

１７款 寄附金 2,222,005 千円 前年度比 560,962 千円 33.77％増 

    ふるさと納税寄附金の増 

１８款 繰入金 634,490 千円 前年度比 370,376 千円 140.23％増 

    基金繰入金の増 

２０款 諸収入 409,829 千円 前年度比 159,857 千円 63.95％増 

２１款 市債 1,617,928 千円 前年度比△888,086 千円 35.44％減 

 

 ≪歳出≫ 

１款 議会費 204,013 千円 前年度比△8,984 千円 4.22％減 

２款 総務費 4,225,995 千円 前年度比 553,741 千円 15.08％増 

ふるさと納税事業・南アルプスＩＣ新産業拠点整備事業（埋蔵文化財調査） 

などの増 
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３款 民生費 12,598,868 千円 前年度比 121,474 千円 0.97％増 

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の減 

若草保育所新築整備事業などの増 

４款 衛生費 2,953,708 千円 前年度比△163,288 千円 5.24％減 

新型コロナウイルス感染症に伴う医療介護対策事業の減 

 ６款 農林水産業費 810,047 千円 前年度比 101,198 千円 14.28％増 

１０款 教育費 3,373,756 千円 前年度比 520,596 千円 18.25％増 

    若草地区拠点施設周辺整備事業などの増 

１２款 公債費 3,594,182 千円 前年度比△634,037 千円 15.00％減 

１３款 諸支出金 189,315 千円 前年度比△1,624,401 千円 89.56％減 

    公共施設整備等事業基金積立金などの減 

 

■令和４年度 会計別決算状況（繰越額） 

一般会計 歳入合計       37,025,212,813 円 

歳出合計          33,309,170,016 円 

歳入支出差引残額   3,716,042,797 円 

翌年度繰越財源    1,734,095,000 円 

純繰越額        1,981,947,797 円 

 

特別会計（13 会計合計） 

歳入合計      17,338,252,308 円 

歳出合計      16,662,652,070 円 

歳入歳出差引残額    675,600,238 円 

翌年度繰越財源      101,979,000 円 

純繰越額        573,621,238 円 

 

認定第 15 号 令和 4年度南アルプス市水道事業会計決算の認定について 

 収益的収入 1,571,568,959 円 前年比   1.28％増 

 収益的支出 1,337,335,274 円 前年比   5.86％増 

 資本的収入  620,536,451 円 前年比  △36.86％減 

 資本的支出 1,392,097,135 円 前年比  △20.88％減 
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認定第 16 号 令和 4年度南アルプス市下水道事業会計決算の認定について 

 収益的収入 1,640,503,140 円 前年比   14.54％増 

 収益的支出 1,446,724,871 円 前年比   1.64％増 

 資本的収入 1,661,160,812 円 前年比  △27.98％減 

 資本的支出 2,091,164,520 円 前年比  △10.88％減 

 

認定第 17 号 令和 4年度南アルプス市自動車運送事業会計決算の認定について 

 輸送人員            0 人 前年度        0 人 

 収益的収入    1,182,793 円 前年比      著増 

 収益的支出    2,366,492 円 前年比   20.20％増 

 資本的収入   1,480,002 円 前年比      皆増 

 資本的支出           0 円 前年比       － 

 

９．諮問案 8 件 

諮問第 1 号～第 8 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

人権擁護委員 8 名の任期が、令和 6 年 3 月 31 日をもって満了することに伴い、ま

ず、諮問第 1号、山寺在住の 齊藤
さいとう

  早苗
さ な え

 氏、諮問第 2号、桃園在住の 相原
あいはら

  眞樹
ま さ き

 

氏、諮問第 3 号、浅原在住の 浅原
あさはら

 としえ 氏、諮問第 4 号、鮎沢在住の 長田
お さ だ

  

良子
よ し こ

 氏の 4 名を再任の上、候補者として推薦し、諮問第 5 号、六科在住の 名取
な と り

 

みち子
こ

 氏、諮問第 6 号、有野在住の 河村
かわむら

 徳
のり

仁
ひと

 氏、諮問第 7 号、東南湖在住の 

加賀美
か が み

 誠司
せ い じ

 氏、諮問第 8 号、落合在住の 奥脇
おくわき

 智美
ち え み

 氏の 4名を新たに選任の

上、候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第 6条第 3 項の規定により、議会

の意見を求めるものです。 

 

以上 


